（お詫び）　平成22年度第1回総会提案資料　議案第3号「社団法人千葉県社会福祉士会負担金規則について」、下記のとおり訂正いたします。
	正
	誤

	（定義）

３　「本会の資源」とは事務局資源等をいう。
	（定義）

３　「本会の資源」には事務局資源等をいう。

	（負担金）

２　会員は暦年終了後、前年の収入に関して本会に申告し、本会の指定する方法で負担金を納付するものとする。
	（拠出金）

２　会員は暦年終了後、前年の収入に関して本会に申告し、本会の指定する方法で事務局負担金を納付するものとする。

	（配分委員会）

第５条　納付された負担金の使途については、本会各委員会の代表者による～
	（配分委員会）

第５条　納付された事務局拠出金の使途については、本会各委員会の代表者による～


